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１　はじめに

　「先住民」（indigenous）という言葉が用いられ、先

住民の権利向上の動きがより活発化したのは、1980年

代だといわれる（窪田 2009）。その後、国内外で先住

民族の権利の保障が一定程度進んできた。

　国内では、アイヌ民族を対象とした政策が実施され

てきた。1997年には、それまでの「北海道旧土人保護

法」が廃止され、「アイヌ文化振興法」が制定された。

また、2008年には、前年の「先住民族の権利に関する

国際連合宣言」を受け、衆参両院で「アイヌ民族を先

住民とすることを求める決議」が全会一致で採択され

た。

　吉田邦彦によれば、国のアイヌ政策は大きく「アイ

ヌ生活向上施策」と「アイヌ文化振興法関連」の２つ

にわけられるという（吉田 2012）。このうち、近年で

は特に「アイヌ文化振興」面での予算配分が大きくなっ

ている。2020年に開館が予定されている国立のアイヌ

文化博物館（仮称）関連の予算が大きく、2017年度の

国のアイヌ政策予算をみると、「博物館の整備及び運

営準備」が13億3200万円で、全体では23億2600万円と
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なっている１）。

　また、アイヌ民族多住地域で行われた一般住民への

意識調査においても、アイヌ民族の理解やアイヌ文化

の振興に関する政策が支持されている様子がわかる。

たとえば、白糠町・伊達市・新ひだか町で行われた調

査では、「差別のない社会をつくる」「アイヌ語・アイ

ヌ文化を守る」「アイヌ民族に関する正しい理解の提

供」を必要とする一般住民は、回答者全体の４〜６割

となっている。また、札幌市・むかわ町で行われた調

査では、「差別が起こらない社会」「アイヌ文化の保存・

振興」「アイヌ語の保存・振興」「正しい理解の提供」

が必要かについて、「そう思う」「ある程度そう思う」

とする一般住民は６〜９割となっており、他の項目

（「経済的な援助の拡充」「土地・資源に対する補償」

など）よりも相対的に高い割合となっている（濱田 

2016：216）。つまり、アイヌ政策においては、アイヌ

民族自体やアイヌ文化の振興や学習を進めることで、

アイヌ民族に対する差別が起こらない社会づくりが求

められていることがうかがえる。アイヌ文化博物館の

設置といった国のアイヌ政策の方向性も、基本的にこ

のような住民のアイヌ政策に対する認識に沿ったもの
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となっていることがわかる。

　また、実際に、すでに設置されているアイヌ民族・

アイヌ文化関連の博物館には多くの人々が訪れてい

る。たとえば、白老町のアイヌ民族博物館には、2014

年度で188,891人が入館した２）。さらに札幌市のアイ

ヌ文化交流センター（サッポロピリカコタン）には、

2015年度で47,681人の利用実績がある（新藤 2017：

193）。このように、博物館のような社会教育を舞台と

したアイヌ民族・文化学習は、着実に実績を積み重ね

ているといえる。

　一方、社会教育に比べると政策的な裏づけが十分で

はないけれども、学校教育におけるアイヌ民族やアイ

ヌ文化の学習の重要性も見逃せない。たとえば、2017

年に告示された中学校学習指導要領の社会の歴史分野

では、「北方との交易をしていたアイヌについて取り

扱うようにすること。その際、アイヌの文化について

も触れること」とされている。また、小学校でも、社

会の領域でアイヌに関する記述が盛り込まれているほ

か、人権課題としてのアイヌの人々への偏見や差別に

関する指導の充実を進めていくという文科省の対応方

針も示されている３）。このように学校教育で先住民に

ついて適切な取り扱いをすることが、先住民の権利向

上を実現するうえでも重要な意味を持つことがわか

る。

　しかし、実際に先住民を学校教育で扱う場合には、

難しさも伴う。たとえば、札幌市のアイヌ施策推進計

画検討委員会に参加した小学校長は、次のように発言

している。

　 　小学校の先生で（授業でアイヌ民族のことを――

新藤）扱うことに踏み出すのにちゅうちょしている

現状にあります。なかなか難しい問題を含んでいる

ので、大きく取り上げて本当に伝えていくことがで

きるのか、自分の調べたことが本当に正しい知識な

のか、本当にアイヌ民族の方から見て事実を伝えて

いることになるかと、かなり難しく感じているのが

現状です。（札幌市市民まちづくり局市民生活部ア

イヌ施策課 2009：15）

このように、アイヌ民族やアイヌ文化を授業で扱うこ

とには、難しさを感じる教師は少なくない。その際、

アイヌ民族やアイヌ文化の学習を進めている先進的な

事例を振り返ることは、今後のアイヌ学習を進めてい

くうえで有効な示唆を与えるだろう。

　そこで本稿では、北海道白糠町におけるアイヌ文化

学習を対象に、その論理と展望を明らかにすることを

目的とする。白糠町では、町内すべての公立小中学校

でアイヌ文化学習が行われている。そのため、このよ

うな体制づくりがいかになされ、実際にどのような教

育・学習活動が行われているのかをつかむことで、今

後のアイヌ文化学習の展望について考えたい。

２　白糠町の概要

　白糠町は、北海道東部の町である。1915年に白糠村

と庶路村が合併し、現在の範域にあたる白糠村が誕生

した。1950年に町制施行し、現在にいたる。

　図１にあるように、白糠町は飛び地合併をした釧路

市にはさまれる位置にある。当初、白糠町も釧路市な

どとの合併協議に参加していた。しかし、2004年１月

に実施された住民投票の結果、賛成44.5％、反対

55.5％と、反対が多数を占めたため、合併協議から離

脱し、単独で存続していくことが決まった４）。そのた

め、旧釧路市と、釧路市に合併した旧音別町にはさま

れる形となった。

　人口は、2015年の国勢調査で、8,068人となっている。

最盛期である1960年には20,770人であった。2010年で

9,294人であったことを考えると、この５年間で１割

以上人口が減少したことがわかる。

　産業別就業人口の推移をみると、1960年までは、農

業とともに鉱業が２割以上を占めていた（小内 2015：

10）。これは、白糠町内で炭鉱開発がなされていたこ

とを示している。明治期から複数の炭鉱で採炭が始め

図１　 白糠町の位置（白糠町ウェブページ（http://www.
t o w n . s h i r a n u k a . l g . j p / s e c t i o n / k i k a k u /
nfml630000001dx6.html#s1，2017.8.28閲覧）
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られたが、戦後は、明治鉱業系の庶路炭鉱と本岐炭鉱

が大きな位置を占めていた。庶路炭鉱は1956年９月時

点で、鉱員・職員あわせて738人、本岐炭鉱は1964年

時点で472人を抱えていた（小内 2015：９-10）。しかし、

庶路炭鉱は1964年、本岐炭鉱は1969年に閉山し（内田

編 2009：454-５）、白糠での採炭の歴史は幕を閉じる

ことになった。

　現在は、製造業が２割以上となっていることが目を

引く（表１）。これは、1973年に造成された釧路白糠

工業団地などで就業する人々が多いことを示してい

る。ここには、水産加工、食品加工、製材などを扱う

会社が工場を置いている５）。また、町のウェブサイト

では、特産品としてヤナギダコ、灯台つぶ、ししゃも

といった海産物や、イタリアンチーズ、ラム肉、鹿肉

といった農産物が紹介されており６）、これら漁業・農

業も、従事者の割合は少ないとはいえ、主力産業となっ

ている。

　このような特徴を持つ白糠町は、アイヌ民族が多く

暮らす地域と位置づけられる。白糠アイヌ協会の会員

数は2013年で25人だが、釧路管内では、釧路（45人）、

阿寒（40人）に次いで多くなっている７）。また、アイ

ヌ協会の会員は世帯主が中心となっている側面や、周

囲にアイヌ民族であることを知られたくないと考えて

いる人も少なくないこと、さらにアイヌ協会の考え方

とは異なる意見を持つ人もいることなどから、アイヌ

民族であってもすべてがアイヌ協会の会員というわけ

ではない。同じデータでは、2013年での道内のアイヌ

協会の会員数は、合計2,678人である。一方、北海道

が7年に一度実施している「北海道アイヌ生活実態調

査」では、最新のものが同じく2013年に実施されてい

るが、このときの調査対象となったアイヌ民族の人々

は16,786人である８）。アイヌ民族であることを表に出

さずに生活している人々もいるので、この「北海道ア

イヌ生活実態調査」の対象者数もすべてのアイヌ民族

を網羅しているわけではないが、これをもとにしたと

しても、アイヌ協会の会員となっている人々は、アイ

ヌ民族全体の約16％にすぎない。ここから単純に白糠

町のアイヌ民族の人数を類推すると、150人ほどが暮

らしているとも考えられる。その点では、道東地域で

は代表的なアイヌ民族の多住地域だと捉えられる。

表１　白糠町の産業別就業人口・構成比（2015年）
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３　学校教育におけるアイヌ文化学習

　白糠町には、３校ずつの町立の小学校と中学校が設

置されている。これらのすべての学校で、アイヌ文化

学習が実践されている。学校教育におけるアイヌ文化

学習ということでいえば、これまでにもいくつかの実

践が行われている。ただし、大半は、熱心な教師が個

人的に実践を行うという形となっている９）。あるいは、

せいぜい学校単位の取り組みにとどまる（たとえば、

末広小のアイヌ文化学習を支援する会編（2009））。

　また、札幌市では、市教委が『アイヌ（民族）の歴

史・文化等に関する指導資料』を発行している。これ

は、1985年に『指導資料１』が発行され、以降、1986

年に『指導資料２』、1988年に『指導資料３』、1994年

に『指導資料４』、そして2008年に『指導資料５』と、

20年間にわたって５種類が発行されている（鈴木 

2009a：120）。だが、「これまで札幌市内の小学校で広

くアイヌ文化学習が実践されてきたとは残念ながら考

えられません。しかし、『指導資料５』を契機に、札

幌市内のすべての小学校において、アイヌ文化学習に

対する学校全体での取り組みが行われ、実践が積み重

ねられていくことを大いに期待したいと思います」（鈴

木 2009a：144）との評価もなされている。

　202の小学校と99の中学校がある札幌市とは、規模

の点で比較にはならないが、町内のすべての小中学校

でアイヌ文化学習が実践されている点で、白糠町は先

進的な事例だと捉えられる。

　そこで以下では、白糠町のアイヌ文化学習がいかに

して可能となったとのかを、どのような論理でアイヌ

文化学習が取り組まれてきたかをたどることで明らか

にしたい。また、こうして取り組まれた白糠町のアイ

ヌ文化学習の成果と、今後の展望を捉えることで、白

糠以外でのアイヌ文化学習、さらにはエスニック・マ

イノリティを扱った学習のあり方を考えることにつな

げていきたい。

４　白糠町におけるアイヌ文化学習の展開

4.1　白糠町におけるアイヌ文化学習の始まり

　白糠町でアイヌ文化学習が始められたのは、1997年

のことである。この年、白糠町では、「ふるさと教育」

というものが取り組まれるようになった。この「ふる

さと教育」は、この後の2000年度から導入される「総

合的な学習の時間」を先取りするような形で、社会科、

国語、英語などの位置づけを持つ合科的なカリキュラ

ムとして構想された。その基本的なねらいは、「地域

に根ざし、地域社会の主体性（アイデンティティ）の

確立と地域への帰属感や愛情、そして誇りやコミュニ

ティー意識の高まり（形成）を目指す」（白糠町ふる

さと教育実践発表会実行委員会 2014：13）とされて

いる。このねらいは、各学校で共有されている。

　ただし、具体的な教育内容は、学校ごとに策定する

こととなった。そのため、「総合的な学習の時間」導

入後は、この「総合」の時間を中心に構成されるケー

スが多いが、個々の授業の内容や、それらの授業が教

育課程上のどこに位置づけられるかについては、学校

によって異なっている。

　このような形でスタートした「ふるさと学習」につ

いて、町内のA小学校では、ここにアイヌ文化学習を

取り入れることとなった。その際に、当時の北海道ウ

タリ協会白糠支部（現在の白糠アイヌ協会）10）の協力

を得て、アイヌ文化の伝承に携わっている方々に、ア

イヌ文化の出前講座を担当してもらうことになった。

これが、白糠町におけるアイヌ文化学習の始まりであ

る。

　さらに、このアイヌ文化学習が、町内すべての学校

に広がるきっかけとなったのが、2007年の「しらぬか

アイヌ文化年」という取り組みである。これは、この

年に白糠町で、北海道ウタリ協会が主催する「第20回

アイヌ民族文化祭」と、アイヌ文化振興・研究推進機

構が主催する「第11回アイヌ語弁論大会」という２つ

のアイヌ民族関連の大きな行事が開催されることに

なったことにあわせて、実施されたものである。これ

らの行事をきっかけに町内ではアイヌ文化に関わる催

しが行われることとなり、アイヌ文化資料展や「チセ」

と呼ばれるアイヌ民族の伝統的な家屋を復元した場所

でのコンサートなど、さまざまなイベントが実施され

た。

　この流れのなかで、学校でのアイヌ文化学習が拡大

されることとなった。これまでＡ小学校だけで行われ

ていたアイヌ文化学習を、町教委の社会教育課の事業

として予算化し、町内すべての小中学校で実施するこ

ととなったのである。
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表２　白糠町におけるアイヌ文化出前講座実施状況（2014年度）
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表３　アイヌ文化出前講座の事例集

）

198



アイヌ文化学習の論理と展望

4.2　アイヌ文化学習の実施状況

　2014年度のアイヌ文化学習の実施状況を、表２にま

とめた。ここからもわかるように、子どもたちは年間

に１〜２回、１回あたり１〜２時間程度、アイヌ文化

の出前講座を受講している。取り組み方は学校によっ

て多様で、特定の学年だけでアイヌ文化学習を行う学

校と、すべての学年で行う学校とがある。教育課程上

の位置づけとしては、先述のように総合的な学習の時

間を使っている場合が多い。しかし、社会科の郷土学

習といった位置づけで行われたり、生活科の時間が使

われたりすることもある。

　内容は、アイヌ文化やアイヌ語についての講話、ムッ

クリと呼ばれる口琴などのアイヌの楽器演奏やアイヌ

古式舞踊の体験、あるいはアイヌ料理の体験などがあ

る。実際には、現在、アイヌ文化の保存・継承を担っ

ている白糠アイヌ文化保存会と町教委の社会教育課に

よってまとめられた出前講座についての基本メニュー

をもとに、各学校が選んで依頼する形となっている。

　アイヌ文化出前講座の基本メニューは、表３の通り

である。基本はこのなかから選ぶ形になるが、これら

のメニュー以外でも、可能な範囲で対応がなされるそ

うである。たとえば、表２の４番目のＡ小学校で実施

された「アイヌの子どもの遊び体験」は、表３のメ

ニューにはないが、学校からの要望に基づいて実施さ

れた内容である。

５　白糠町におけるアイヌ文化学習の論理

5.1　人権教育としてのアイヌ文化学習

　このような形で進められている白糠町のアイヌ文化

学習の実践を可能とした論理として、第１に人権教育

というものが挙げられる。白糠町で最初にアイヌ文化

学習に取り組み始めたＡ小学校では、導入前の1996年

12月に、「アイヌ教育の充実を図る視点（案）」という

資料がまとめられている。このなかでは、「アイヌ教

育を取り扱う意義」として、「アイヌの人たちに対す

る差別や偏見をなくするために、基本的人権の尊重と

いう認識のもとに、人間尊重の精神を培い、個人の尊

厳を重んじる観点から取り扱うことが大切である」と

指摘されている。また、「今日的な問題」として、就

職や結婚差別につながる「心理的な差別」と、劣悪な

生活環境や低位な教育水準、そして高い生活保護率な

どに表れる「実体的な差別」の２種類の差別があると

指摘されている11）。

　Ａ小学校でのヒアリングでも、校長先生からは、「ア

イヌ学習の導入時点では、文化よりも人との関わり、

人権学習という形で進められた」との説明があった12）。

つまり、アイヌ民族をめぐる差別の問題があり、その

解決のためにアイヌ民族に関する人権教育が必要だと

された、という論理によって、白糠町のアイヌ文化学

習が進められたことがわかる。

5.2　まちづくりとしてのアイヌ文化学習

　白糠町におけるアイヌ文化学習の論理の２点目とし

て、まちづくりが挙げられる。2節でも触れたように、

白糠町では、いわゆる「平成の大合併」が進められる

なかで実施された住民投票では、合併反対が多数派と

なった。その結果、合併をせずに単独で歩む道を選択

することとなった。

　そのため、白糠町として単独で歩んでいくために、

新たなまちづくりが模索されることとなった。その際

に注目されたのが、アイヌ文化である。この経緯につ

いて、当時の町教委の職員は、次のように説明してい

る。

　 　平成17年１月、白糠町は、近隣市町村との合併協

議が進むなか、その進むべき道を住民投票によって

選択し、単独の道を歩むこととしました。そして、

新たなまちづくりを進めるためには、いま一度原点

に立ち返り、足元を見つめ直すことが必要であると

し、白糠町の自然の恵みや人々の知恵を生かす取り

組みが検討されました。……原点に立ち返り、足元

を見つめ直すためには、白糠の自然のなかで生まれ、

はぐくまれてきたアイヌ文化こそ欠くことができな

い貴重な遺産であり、まちづくりの原点を見つめ直

す意味においても取り組まなければならない大きな

テーマでした。（竹ヶ原 2008：４）

　そのなかで、白糠町ではアイヌ文化こそがまちづく

りの基盤だとの認識がもたれるようになり、2007年の

「しらぬかアイヌ文化年」にもつながった。このように、

まちづくりとアイヌ文化との関連づけが、白糠町で育

つ子どもたちへのアイヌ文化学習を進める土台の一つ

となっている。
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5.3　地域文化学習としてのアイヌ文化学習

　このまちづくりとも関連して、第3の論理として、

地域文化学習の側面が指摘できる。2015年2月23 〜 24

日にかけて行った町内の小中学校でのヒアリングで

は、アイヌ文化学習の位置づけに関わり、以下のよう

な聞き取りがあった。

　・ 「社会科の郷土学習という位置づけでアイヌ文化

学習を行っている」（Ｂ小学校）

　・ 「白糠の文化的な背景もあって、地域学習の一つ

として取り組んでいる」（Ｃ小学校）

　・「アイヌ文化は地域の文化」（Ｄ小学校）

つまり、アイヌ文化学習は、地域文化学習として進め

られている側面もあることがわかる。

６　多文化教育としてのアイヌ文化学習の難しさ

　以上３点が、白糠町におけるアイヌ文化学習の論理

である。一方、１節でも触れたように、アイヌ民族は

先住民族であるとの認定を受けている。その点では、

アイヌ民族は、今日の日本社会におけるエスニック・

マイノリティだと位置づけられる。そのアイヌ民族の

文化を扱う場合、和人の文化とは異なるという認識に

基づいて、多文化教育という形で扱うことも考えられ

うる。

　多文化教育は、その定式化に尽力したＡ．バンクス

がいうように、「カリキュラムや教育機関を改革する

ことにより、男女両性および多様な社会階級、人種、

エスニック集団の生徒が、平等の教育機会を経験でき

るようにすることを主要な目標とする教育改革運動」

（Banks 1994=1996：198）と捉えることができる。こ

こからは、「エスニック・マイノリティの子どもたちが、

平等な教育機会を経験できるか否か」という点が一つ

のポイントとなる。

　この点について、Ａ小学校でアイヌ文化学習が導入

された1990年代後半に同校でまとめられた校内資料

に、以下のような発言や事例に関する記述がある。

　・「青ザルアイヌめ、廊下でうろちょろするな」

　・「アイヌのくせにといわれた」

　・ （トラブルになった）相手の親に「こんなもの犬

も食わない」「犬が来た」といわれた13）

　・ 「アイヌ、毛がもじゃもじゃ」といわれ、水泳教

室の日には行かないといった形で登校拒否（不登

校）になった事例

　・「校下には400人のアイヌの血を引く人がいる」

少なくともアイヌ文化導入時には、アイヌ民族の子ど

もたちへの差別的な取り扱いがあり、この問題を解決

するためにアイヌ文化学習が取り組まれたという経緯

は、5.1の「人権教育」でも確認したところである。

　ただし、現在の学校において、アイヌ民族の子ども

たちが抱える問題についてうかがった際には、以下の

ような聞き取りが得られた。

　・ 「子どもは、アイヌだとかアイヌではないとかい

う意識はそれほどない」（Ｅ中学校）

　・ 「在校生のなかにアイヌの子どもがいるかどうか

は把握していない」（Ｂ小学校）

これらの聞き取りからは、アイヌ民族に関わる学校内

での問題が、特に注目されなくなったことがうかがえ

る。このような状況になった背景には、「アイヌ学習

をすることで、差別がなくなってきた側面はある」（Ａ

小学校）というように、アイヌ文化学習の成果によっ

て、問題が解決された面が指摘される。

　その一方で、「アイヌの人も含め、みんな同じ日本

人である。公教育で、アイヌであるか和人であるかは

タブーだから扱わないのではなく、教育上必要として

いないからである」（Ｄ中学校）との声も聞かれた。

つまり、アイヌも和人も同じ「日本人」であるため、「日

本人」のなかのエスニシティの違いは、教育を進める

うえでは触れる必要はないとの認識が持たれているこ

とがわかる。

　また、「アイヌ文化学習のなかでも文化面や遊びが

中心で、今は『人権があるから差別してはいけない』

と教えているわけではない」（Ａ小学校）という声も

聞かれた。つまり、多文化教育としてエスニック・マ

イノリティたるアイヌ民族に関わる教育不平等を問題

にするのではなく、あくまで地域文化を学ぶという位

置づけでアイヌ文化学習が進められていることがうか

がえる。

　白糠町の一般住民を対象とした調査からは、アイヌ
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政策に関し、「特別な政策を行うべきではない」との

回答が、全体の27.2％となっていた（濱田 2016：

216）。多数派ではないが、アイヌ民族そのものが抱え

る問題に対処しようとする政策的な対応について、反

対の意見を持つ人々も少なからず存在する。そのよう

なかかでは、多文化教育ではなく、地域文化学習とし

てアイヌ文化学習を進めることが、目立った反対を招

くこともなく、町内のすべての小中学校でアイヌ文化

学習を実施できているという状況をもたらしていると

も捉えられる。

７　アイヌ文化学習の成果

　それでは、このような論理をもって進められてきた

白糠町のアイヌ文化学習は、どのような成果を上げた

のだろうか。ここでは、小内透ら北海道大学の研究グ

ループが2009〜2014年にかけて行った５つのアイヌ民

族多住地域での住民調査14）のデータを用いて、アイ

ヌ文化学習の成果の一端を確認したい。

　白糠町でアイヌ文化学習が始まったのが1997年で

あったため、このときに小学校６年生（つまり12歳）

であった人たちよりも若い世代が、白糠町でアイヌ文

化学習を経験した世代だと考えられる。そこで、ここ

からは、2014年の時点で29歳以下の住民層に対象を

絞って分析を進める。

　これらの比較的若い世代の人々に対し、学校でアイ

ヌの歴史を学んだ経験を尋ねたものが表４である。こ

こからもわかるように、学校でアイヌの歴史を学んだ

経験は、むかわ町以外では過半数にみられ、ほとんど

が50〜60％の範囲となっている。このように、若い住

民層では、アイヌの歴史学習の経験は、多くの人々に

持たれていることがわかる。

　一方、学校でアイヌ文化を体験したことがあるかど

うかをまとめたものが表５である。これをみると、白

糠町では、他の地域に比べ、学校でアイヌ文化を体験

した若い世代が多いことがわかる。やはり白糠町のア

イヌ文化学習については、他の地域をリードしている

様子がうかがえる。

　ただし、このアイヌ文化学習の経験が、アイヌ民族

に対する理解や意識の深まりには、必ずしも結びつい

ているとはいえない状況がみられる。たとえば、表６

に掲げたのは、今後のアイヌ政策についての意見の状

況である。調査の形式の問題で札幌とむかわのデータ

は入れていないが、残りの３地域でみた場合、これら

の政策を必要だと考える人たちの割合には、ほとんど

地域差がない。唯一弱い有意差を生じた「アイヌの経

済支援を拡充すべき」では、白糠町ではこれをすべき

と考える人はいなかった。その点では、むしろアイヌ

政策に消極的だとも捉えられる。このことから、白糠

町ではアイヌ文化学習が活発に行われているけれど

も、アイヌ民族への理解や政策への関心を深めるかと

いうと、必ずしも単純にはそうといいきれない様子が

見受けられる。

　また、教育不平等の問題を教育達成の面から捉えた

ものが、表７と８である。これは、20〜39歳という比

較的若い青年層について、その最終学歴のデータを取

り出し、アイヌ民族と一般住民の状況を比較したもの

である。これをみると、総じてアイヌ民族の方で学歴

が低くなっていることがわかる。もちろん、学歴だけ

が教育の成果を測る指標というわけではない。しかし、

少なくとも学歴の面からみると、アイヌ民族多住地域

では、アイヌ民族の人々の方で不利益を被りやすい状

表４　地域別にみた学校でのアイヌ歴史学習経験の有無

表５　地域別にみた学校でのアイヌ文化体験の有無
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況が残っていることがわかる。それは、アイヌ文化学

習に積極的に取り組んでいる白糠町でも変わらずに存

在する問題である。この点の改善がないとアイヌ文化

学習に成果が見られないというわけではないが、少な

くとも当初の「人権教育」という論理での課題達成に

は道半ばという状況である。

表６　地域別にみた今後のアイヌ政策についての意見

表７　アイヌ多住地域におけるアイヌ青年層（20〜39歳）の最終学歴

表８　アイヌ多住地域における一般住民青年層（20〜39歳）の最終学歴
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８　まとめ――今後のアイヌ文化学習の展望

　以上のように、町内すべての小中学校で実施されて

いる白糠町のアイヌ文化学習は、人権教育、まちづく

り、地域文化学習という３つの論理を土台として進め

られてきたことが確認できた。しかし、町内すべての

学校で取り組まれているとはいえ、白糠町のアイヌ文

化学習は、これを受講した住民のアイヌ民族について

の理解を深める効果を持つとは、必ずしもいいきれな

い状況も見受けられた。

　この点については、今の若い世代ではアイヌの歴史

教育が進んだこともあり、全体としてアイヌ民族につ

いての認識が高まっているとも考えられる。そのため

に、白糠町のアイヌ文化学習の効果が見えにくくなっ

ている可能性も考えられる。また、ここで検討したデー

タには限りがあるため、別の観点から捉えれば見えて

くるはずのアイヌ文化学習の効果を捉えそこなってい

るということもありえる。

　しかし、現状のアイヌ文化学習が、先住民族の文化

としてのアイヌ文化に着目したものではなく、地域の

伝統文化を学ぶという地域文化学習の位置づけによっ

て進められていることにも注目する必要がある。当初

Ａ小学校で人権教育として始められたアイヌ文化学習

は、まちづくり、そして地域文化学習という論理に軸

足を移していくなかで、町内の全小中学校で取り組ま

れるにいたった。その意味では、アイヌ文化学習のす

そ野の拡大にとって、地域文化学習という論理の果た

す役割は大きかった。

　だが、一方で、当初意識されていた人権教育の性格

は、相対的に弱まりをみせてきた。そこには、アイヌ

民族を特別扱いすることへの忌避感が住民のなかには

存在すること、そのようななかであえてアイヌ民族の

問題に切り込むまでの教育上の必要性はないとの学校

の判断がある。

　そのようななかで、今日でもアイヌ民族が抱える問

題は少なくない。7節で紹介した学歴の相対的な低さ

に加え、アイヌ民族が差別を受けた場面としてもっと

も多いのが「学校」だったとの調査結果もある（佐々

木 2016：48-9）。このような問題の解決に取り組むう

えでは、アイヌ民族だけを優遇するというわけではな

く、いずれのエスニック集団にとっても平等に教育機

会を保障しようという多文化教育の観点には、それな

りの意義があるのではないだろうか。多文化教育の観

点から、アイヌ文化学習、あるいは他のエスニック・

マイノリティの文化を扱った学習を進めていくこと

で、より豊かな成果を結実させるような取り組みも、

今後求められてくるかもしれない。
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